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地方分権改革推進委員会第3次勧告（地方要望分）に対する  

厚生労働省の対応方針について   



地方分権改革推進委員金手3次勧告（地方要望分）に対する厚生労働省の対応方針  

○地域主権歌手の実現に向けて、第3次勧告をt大限土工し、地方分権を推進。   
ただし、保育t介護・福祉の千等に深刻な悪影響 

一 
が生じかねないもののみ、例外的に、   

埠のt低墓場（規制）を維持  

○施耽等i坤については、すべて条例に委任した上で、「人■配t耕」r居圭面積基準」  
「人権Iこ眞結する運営基準」に限り「従うべき基準」とする。  

⇒酬㈱＃の櫛で定めら力点こム仁   
さらに、保書所については、兼京等に限り、待機児童解消までの一時的措tとして、   

r居皇帝積基準」のみ「♯攣」とする。  

順書所の取払、）  

①人員配置基準   

②居室面積基準   
東京等に限り、待機児童解  

③人権に直結する運営基準等   居室面積基準」のみ「標準」  

112  参酌   
休拘束禁止、秘密保持、保育指針、保育所調理室（自園調理Iなど  

全基準（約  

1362項目）  

の約88％  

ゞ‾l  

④上記以外の施設・設備・運営基準   
l①「標準」「参酌すべき基  

l  

l  

1200  参酌  参   酌  
t」、  

じ   

適切な食事の提供、介護の内容（入浴、排泄、着かえ等）、健康  ●’ 
保持、地域との連携、娯楽の捷供、保護者との連絡など  

l  

二 
≡ 

律 

．． 
lは、総務大臣を通じて   

l正を求める仕組みを導 l■llll■■■llllllll■■lll■lllllllll■■－■－1■l■l■l■ll■－  

○一部の「利用定見の  
準」については「従うぺ  

基準」  

○水道事業の認可、高齢  

⑤利用定員   7  棲準  棟準（5カ）  医療の確保に関する法律  

議、認可等／計画の策定等   5  廃止等  廃止等（2／  事前協議、医療計画の策  
義務付けについても「存  
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